
令和３年４月２３日 

保護者様 

大阪市立堀江小学校 

校 長 藤原 和彦 

緊急事態宣言中における堀江小学校の対応について 

 陽春の候 平素は本校の教育活動にご理解とご協力を賜り誠に有難うございます。 

 さて、教育委員会より出されました【裏面】「今後の学校園における対応について」

に基づき、本校では以下のように対応してまいります。ご理解とご協力を賜りますよう

お願いいたします。 

１．一日のタイムテーブル 

～１０：００   家庭での学習 （学校預かりの子どもは８：００～８：２５に登校） 

１０：00～１０：２５   登校時間 

   １０：３０～１０：４５   朝の会・朝の学習等 

１０：４５～１１：３０   ３時間目の学習  

    １１：４０～１２：２５   ４時間目の学習 

１２：２５～１３：１０   給食  

１３：１０～１３：３０   返却・帰りの会 

１３：３０～１３：５０   下校時間 （学校預かりの子どもは通常の下校時刻に下校） 

    帰宅後～          家庭での学習 

２．学校での児童預かりについて 

・午前中から預かる場合は、登校時間は８：００～８：２５（通常と同じ）です。 

・前日までに学級担任へ連絡帳等でお知らせください。（4 月 26 日㈪は当日の連絡可） 

・課題が早く終わった時のために、自習課題等を持たせてください。 

 

３．ＩＣＴを活用した学習について（2 年生以上） 

・端末は必ずランドセルに入れて持ち運ばせてください。持ち帰る日数に応じて充電ア

ダプターを持ち帰る場合がありますので、ご家庭で充電をお願いします。 

・端末の貸付書未提出の方は 26 日㈪までに必ずご提出ください。 

・期間中にＴｅａｍｓを使った双方向通信のテストを行います。 

・端末のネットワーク接続にご協力をお願いします。 


